
桔梗が丘自治連合協議会規約施行規則 

 

(趣旨) 

第１条 桔梗が丘自治連合協議会規約(以下「規約」という。)の規定に基づき、必要な事

項を定める。 

(ブロック) 

第２条 規約第４０条第１項に規定する桔梗が丘２４区の４ブロックについて、次のとお

り定める。 

第１ブロック １番町区、２番町第１区 (１、２、３街区)、２番町第２区（４、５街区）、

２番町第３区（６、７街区）、３番町区 

第２ブロック ４番町区、６番町区（６番町全域及び７番町３街区 1～１０番地）、７番

町第１区（１街区及び１～１０番地を除く３街区）、７番町第２区（２街

区）８番町第１区（２街区以外の８番町）８番町第２区（２街区） 

第３ブロック ５番町第１区（１，２，３、６街区）、５番町第２区（４，５，１１，１

２街区）、５番町３区（７，８，９，１０街区）、南第１区（南１番町１、

２街区）、南第２区（南１番町３街区、南２番町１、２街区）、南第３区

（南３番町１、２、３街区、南４番町１街区） 

第４ブロック 西１番町区、西２番町区、西３番町区、西４番町区、西５番町区、西６

番町区、西７番町区、 

 

（委員会の業務範囲） 

第３条 規約第４７条第２項に規定する委員会の業務範囲は、次のとおり定める。 

（１） 総務委員会 

① 総会、理事会、自治連合会の運営に関する事項 

② 規約、規則等の制定及び改正並びに廃止に関する事項 

③ 決算及び予算並びに事業計画の原案調整等の財務に関する事項 

④ 協議会の運営に対する円滑化に関する事項 

⑤ 指定管理者制度に関する事項 

⑥ その他、事業部会及び他の委員会に属しない事項 

（２） 企画運営委員会 

① 規約第６条に規定する「地域ビジョン」の策定推進に関する事項 

② コミニティビジネス等、事業部会に対する新規事業の検討及び支援に関する事項 

③ 事業部会の事業活動に対する評価及び検証に関する事項 

④ 将来に向けての協議会運営の基本的方針に関する事項 

⑤ その他、協議会の企画運営に関する事項 

（３） 広報委員会 



① 協議会の広報紙の発行及び編集方針に関する事項 

② 協議会のホームページの管理運営に関する事項 

③ 協議会の内外における情報の収集及び提供に関する事項 

④ その他、広聴及び広報活動に関する事項 

(事業部会の事業範囲) 

第４条 規約第 57 条第２項に規定する事業部会の事業範囲を、次のとおり定める。 

（１） 健康推進部会 

① 地域住民の健康増進に関する事業 

② スポーツや行事を通じた、親子や住民間の親睦及び絆づくり推進事業  

（２） 住民交流部会 

① 地域住民の交流イベント等に関する事業 

② 地域住民の連帯感の向上及びふれあいに関する事業 

③ 地域活性化への取り組みに関する事業 

④ 人材バンクの創設及び運営支援に関する事業 

⑤ 地域ポテンシャルの発掘形成に関する事業 

（３） 教育文化部会 

① 生涯学習の展開に関する事業 

② 青少年の健全育成に関する事業 

③ 地域間及び世代間の交流推進に関する事業 

④ 地域の伝統文化の継承及びスローライフ社会への取り組みに関する事業 

⑤ 文化、スポーツ及びレクリエーションに関する事業 

（４） 生活安全部会 

① 安心安全な地域社会の構築推進及び啓発活動に関する事業 

② 安全で快適な犯罪のない地域防犯活動の連携に関する事業 

③ 防災のハード及びソフトの基盤づくりに関する事業 

④ 快適な交通環境づくりに関する事業 

（５） 快適環境部会 

① 地域の生活環境と自然緑化の保全活動に関する事業 

② 生活に憩いと潤いを与え、安らぎのある地域づくり並びに快適環境の創造に関す る

事業 

③ 環境美化マナーの啓発活動に関する事業 

④ 自然との交流及びスローライフ構想の推進に関する事業 

⑤ 21 省資源及びリサイクルの展開に関する事業 

（６） 地域福祉部会 

① 社会的援助を必要としている高齢者を対象とした支援事業 

② 高齢者を対象とした生きがいづくりの支援事業 



③ その他、地域福祉の改善に向けた事業 

（情報公開の手続） 

第５条 規約第 89 条第３項に規定する情報公開の手続きは、第６条から第１３条に定める。 

（公開の情報） 

第６条 公開請求できる情報は、以下に掲げる事項とする。 

（１） 協議会が保有する全てを公開することを原則とする。 

（２） 協議会が運営及び活動を行うに際して作成し、保存期限ないにある資料とする。 

(非公開の情報) 

第７条 非公開もしくは公開を拒否する情報は、以下に掲げる事項とする。 

（１） 個人のプライバシーの保護等に関わる個人情報 

（２） 法人及び団体等の権利侵害等に及ぶ情報 

（３） 協議会の会議等における個人が特定される発言等の情報及び意思決定の中立性が

損なわれると判断される情報 

（請求の手続） 

第８条 情報公開請求を行う場合は、以下に掲げる事項を明記し、協議会に提出する。 

（１） 公開を求める情報の内容 

（２） 情報の使用目的 

（３） 情報の適正な使用の誓約 

（４） 請求者の住所及び氏名 

（公開、非公開の決定） 

第９条 協議会は、開示請求を受理した日から１５日以内に公開又は非公開を決定し通知

しなければならない。 

２ 非公開と決定したときは、その理由を明らかにしなければならない。 

（公開の限度） 

第 10 条 公開の範囲は、以下に掲げるものとする。 

（１） 全部開示：請求者の求める情報を全て開示するもの 

（２） 部分開示：非開示の情報が有し開示するもの 

（３） 非開示：請求者の求める情報を全て開示しないもの 

（４） 不存在：請求者が求める情報が存在しないため開示できないもの 

（請求者の責務） 

第 11 条 請求者は、公開された情報を適正に使用しなければならない。不当な使用により、

他人の権利を侵害等問題が生じたときは、請求者が誠意を持って解決しなければならな

い。 

(費用の負担) 

第 12 条 請求者は、情報の写しの作成及び送付に関する費用を負担しなければならない。 

（不服申立） 



第 13 条 不服申し立て等は、名張市情報公開条例に準拠する。 

(監査請求) 

第 14 条 規約第 91 条第２項に規定する監査請求の手続きは、第 15 条から第 18 条に定め

る。 

(監査請求事項) 

第 15 条 監査を請求できるのは、財務会計上の違法又は不当な行為により、以下の事項に

おいて会員に損害を生じさせた場合に限られる。 

（１） 公金の支出 

（２） 財産の取得、管理、処分 

（３） 契約の締結、履行 

（４） 債務借入等の義務負担 

（５） 公金の賦課及び徴収義務に対する事実 

（６） 財産管理の義務に対する事実 

（請求の期限） 

第 16 条 監査請求の期限は、違法、不当な行為があった日又は終わった日から 1年を経過

したときは、監査請求することはできない。ただし、正当な理由があると認められる時は、

この限りではない。 

（請求手続） 

第 17 条 監査請求を行う場合は、以下に掲げる事項を明記し、協議会に提出する。 

（１） 措置請求の要旨 

  イ 監査請求組織及び対象者 

  ロ 財務会計上の行為の内容 

  ハ 行為による損害の内容 

  ニ 請求措置の内容 

（２） 請求者の住所及び氏名 

（監査結果通知） 

第 18 条 監査結果は、請求のあった日から６０日以内に請求者に通知しなければならない。 

 

附則 

この施行規則は平成２１年１１月１４日から施行する。 

この施行規則は平成２２年５月８日から施行し、平成２２年４月１日から適用する。 


